
 
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
） 

 

本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
に
対
応
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

政
府
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
に
係
る
基
本
方
針
の
策
定
、
区
域
整
備
計
画
の
認
定
等
の
各
段
階
に
お
い
て
、

カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
伴
う
有
害
な
影
響
の
排
除
、
国
際
競
争
力
の
高
い
魅
力
あ
る
滞
在
型
観
光
の
実
現
を
通
じ

た
観
光
及
び
地
域
経
済
の
振
興
並
び
に
財
政
の
改
善
の
観
点
か
ら
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

政
府
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
に
設
置
さ
れ
る
中
核
施
設
の
基
準
に
関
す
る
政
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
施

設
が
設
置
運
営
事
業
等
の
公
益
性
を
確
実
に
担
保
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
送
客
施
設
に
つ
い
て
は
、

単
な
る
観
光
案
内
所
で
は
な
く
、
全
国
各
地
の
観
光
及
び
地
域
経
済
の
振
興
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
適
切
な
基
準

を
設
け
る
こ
と
。 

 

三 

政
府
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
、
と
り
わ
け
カ
ジ
ノ
施
設
の
顧
客
の
多
く
を
日
本
人
が
占
め
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
区
域
整
備
計
画
の
認
定
、
認
定
区
域
整
備
計
画
の
実
施
の
状
況
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
副
次
的
弊
害
の
防
止
に
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
外
国
か
ら
多
く
の
観
光
客
を
呼
び
込
む
と
の
観
点
を
重
視
す
る
こ
と
。 

 

四 

政
府
は
、
本
法
施
行
後
最
初
に
さ
れ
る
区
域
整
備
計
画
の
認
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
後
の
認
定
区
域
整
備
計
画
数
の

上
限
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
に
よ
る
経
済
効
果
及
び
周
辺
地
域
も
含
め
た
治
安
等
へ
の
負

の
影
響
を
検
証
し
た
上
で
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。 
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五 

区
域
整
備
計
画
を
申
請
す
る
都
道
府
県
等
は
、
同
計
画
の
作
成
等
に
お
い
て
、
公
聴
会
等
の
開
催
や
情
報
開
示
を
通
じ
、

住
民
の
合
意
形
成
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
は
、
同
計
画
の
審
査
の
際
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
に
対
し
、

同
計
画
を
申
請
す
る
都
道
府
県
等
及
び
立
地
市
町
村
等
に
お
け
る
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

 

六 

区
域
整
備
計
画
を
申
請
す
る
都
道
府
県
等
は
、
実
施
方
針
の
策
定
及
び
変
更
、
民
間
事
業
者
の
選
定
、
区
域
整
備
計
画
の

作
成
等
に
関
す
る
事
項
を
協
議
す
る
都
道
府
県
等
の
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
関
係
す
る
者
以
外
の
意
見
を

適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。 

 

七 

国
、
都
道
府
県
等
は
、
海
外
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
民
間
事
業
者
に
選
定
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
働
き
か
け
に
対
し
、
収

賄
等
の
不
正
行
為
を
防
止
し
、
選
定
の
公
正
性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

八 

政
府
は
、
区
域
整
備
計
画
の
申
請
の
期
間
に
関
す
る
政
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
申
請
を

公
平
に
受
け
ら
れ
る
期
間
と
す
る
と
と
も
に
、
同
計
画
を
認
定
し
た
と
き
は
、
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 

九 

政
府
は
、
事
業
計
画
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
設
置
運
営
事
業
等
の
公
益
性
を
確
実
に
担
保

す
る
と
の
観
点
か
ら
、
設
置
運
営
事
業
者
等
が
カ
ジ
ノ
事
業
の
収
益
を
カ
ジ
ノ
施
設
以
外
の
施
設
の
設
備
投
資
等
に
確
実
に

充
て
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十 

政
府
は
、
設
置
運
営
事
業
等
の
廃
止
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
廃
止
の
是
非
の
適
切
な

判
断
に
資
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
一 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者
等
に
対
す
る
背
面
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
行



政
機
関
と
の
十
分
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
厳
格
な
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
へ
の
免
許
付
与
後
も
継
続

的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
反
社
会
的
勢
力
の
排
除
を
徹
底
し
、
カ
ジ
ノ
事
業
に
係
る
廉
潔
性
の
確
保

に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

十
二 
政
府
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
の
記
載
事
項
及
び
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
同
約
款
の
内
容
を
顧
客
に
提
供
す
る
方
法
に
関

す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
内
の
秩
序
保
持
、
不
正
行
為
の
防
止
、
依
存
防
止

対
策
等
の
観
点
を
踏
ま
え
、
顧
客
に
よ
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
適
切
な
利
用
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
入
場
回
数
制
限
並
び
に
入
場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
と
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る

依
存
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
等
の
協
力
を
得
て
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
切
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
四 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
及
び
方
法
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
事

業
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

十
五 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
の
公
正
性
を
確
保
し
、
又
は
著
し
く
顧
客
の
射
幸
心
を
そ
そ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
基
準
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
に

関
す
る
国
内
外
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

十
六 

政
府
は
、
依
存
防
止
規
程
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
規
程
に
基
づ
く
依
存
防

止
措
置
が
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
へ
の
免
許
付
与
後
に
お
い
て
は
、
依

存
防
止
規
程
の
遵
守
に
つ
い
て
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
依
存
防
止
措
置
の
実
効
性
の
検
証
を
行
い
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
七 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る
依
存
症
対
策
に
つ
い
て
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
に
基
づ
き
、
国
内
外
の



動
向
に
留
意
し
つ
つ
、
既
存
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
に
係
る
依
存
症
対
策
に
加
え
、
予
防
か
ら
治
療
・
社
会
復
帰
に
至
る
ま
で
の

必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
十
八 
政
府
は
、
特
定
金
融
業
務
に
係
る
帳
簿
書
類
の
作
成
・
保
存
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
業
務
の
事
後
的
な
検
証
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
よ
る
特
定
資
金
貸
付
業
務
が
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依
存
を
助
長
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

慎
重
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
預
託
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
多
重
債
務
等
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
、
カ
ジ
ノ
事
業

者
に
対
し
顧
客
の
返
済
能
力
に
関
す
る
調
査
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
貸
付
限
度
額
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二
十 

政
府
は
、
特
定
資
金
貸
付
業
務
に
お
け
る
取
立
て
行
為
に
お
い
て
顧
客
に
電
話
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
時
間
帯
に
関
す

る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
過
剰
な
取
立
て
行
為
を
防
止
す
る
観
点
を
踏
ま
え
、
十
分
な
検
討

を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
一 

政
府
は
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
防
止
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
る
チ
ッ
プ
の
他
人
へ
の
譲
渡
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画

外
へ
の
持
ち
出
し
の
禁
止
等
の
措
置
の
実
効
性
確
保
の
た
め
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
規
程
に
係
る
審
査
等
を
通
じ
て
、
カ
ジ

ノ
事
業
者
に
よ
る
顧
客
管
理
措
置
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
届
け
出
た
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情

報
等
に
つ
い
て
、
集
約
、
整
理
及
び
分
析
を
徹
底
し
て
行
う
こ
と
。 

 

二
十
二 

政
府
は
、
一
定
額
以
上
の
現
金
取
引
の
届
出
対
象
と
な
る
取
引
及
び
金
額
に
関
す
る
政
令
や
、
チ
ッ
プ
の
交
付
等
に

対
す
る
顧
客
の
支
払
手
段
及
び
特
定
資
金
移
動
業
務
に
お
け
る
金
融
機
関
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に

当
た
っ
て
は
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
に
万
全
を
期
す
と
の
観
点
か
ら
、
十
分
な
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

 



二
十
三 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
及
び
カ
ジ
ノ
施
設
に
関
す
る
広
告
及
び
勧
誘
の
規
制
が
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依
存
防
止
及

び
青
少
年
の
健
全
育
成
の
観
点
か
ら
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
外
で
広
告
物
の
表
示
が

禁
止
さ
れ
な
い
施
設
に
関
す
る
政
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
施
設
を
可
能
な
限
り
限
定
す
る
こ
と
。 

 

二
十
四 
政
府
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
内
容
、
経
済
的
価
値
及
び
提
供
方
法
に
係
る
基
準
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
が
カ
ジ
ノ
施
設
の
過
度
な
利
用
を
誘
発
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

二
十
五 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
よ
る
カ
ジ
ノ
施
設
の

利
用
の
禁
止
・
制
限
、
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
監
視
及
び
警
備
の
実
施
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

二
十
六 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
の
健
全
な
運
営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別
、
用
途
及
び
機
能
に

関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
業
務
に
関
す
る
不
正
行
為
の
防
止
に
万
全
を
期
す
と

と
も
に
、
不
断
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二
十
七 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
事
務
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
同
委
員
会
の
公
正
性
、
中
立
性
に
疑
念
を
持

た
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
に
留
意
し
つ
つ
、
カ
ジ
ノ
事
業
の
監
督
を
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
人
材

を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
同
委
員
会
の
職
員
が
必
要
な
能
力
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二
十
八 

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
同
委
員
会
に
お
け
る
審
議
に
つ
い
て
、
透
明
性
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
特
に
、

本
法
に
お
い
て
同
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
規
則
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
検
討
の
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

二
十
九 

政
府
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
治
安
対
策
そ
の
他
の
弊
害
防
止
対
策
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
を
含
む
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等



依
存
症
対
策
に
つ
い
て
、
立
地
地
方
公
共
団
体
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
万
全
の
対
策
を
講
ず
る
こ

と
。
こ
の
た
め
、
納
付
金
や
入
場
料
に
よ
る
財
源
の
活
用
を
含
め
、
財
政
的
な
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

三
十 
政
府
は
、
本
法
に
基
づ
く
政
省
令
等
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行
う
と
と

も
に
、
国
会
及
び
国
民
に
対
し
十
分
な
説
明
を
尽
く
す
こ
と
。 

 

三
十
一 

政
府
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
項
に
基
づ
き
本
法
の
見
直
し
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
、
本
法
に
基
づ
く
政
令
、
省
令
及
び
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を

行
っ
た
上
で
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


